
号

外�
平

成
二
十
六
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

告

示

○
岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
(

出
納
管
理
課)

二

規

則

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
七
条
第
一
項
中｢

三
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト｣

を｢

二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。

別
表
二
上
欄
中｢

男
女
参
画
青
少
年
課
、
少
子
化
対
策
課
、
人
づ
く
り
文
化
課｣

を｢

私
学
振
興
・

青
少
年
課
、
文
化
振
興
課｣

に
改
め
、｢

、
人
権
施
策
推
進
課｣

の
下
に｢

、
統
計
課｣

を
加
え
、｢

子

ど
も
家
庭
課
、
地
域
福
祉
国
保
課
、
中
小
企
業
課｣

を｢

地
域
福
祉
国
保
課
、
子
ど
も
・
女
性
政
策
課
、

子
育
て
支
援
課
、
子
ど
も
家
庭
課
、
商
業
・
金
融
課｣

に
改
め
、｢

、
産
業
技
術
課｣

の
下
に｢

、
新

｢

男
女
参
画
青
少
年
課

｢

私
学
振
興
・
青

少
子
化
対
策
課

文
化
振
興
課

産
業
振
興
課｣

を
加
え｢

、
商
業
流
通
課｣

を
削
り
、

人
づ
く
り
文
化
課

を

人
権
施
策
推
進

人
権
施
策
推
進
課

｣

統
計
課

少
年
課

課

｣

に
、｢

子
ど
も
家
庭
課

地
域
福
祉
国
保
課｣

を ｢

地
域
福
祉
国
保
課

子
ど
も
・
女
性
政
策
課

子
育
て
支
援
課

子
ど
も
家
庭
課

｣

に
、｢

中
小
企
業
課

労
働
雇
用
課｣

を｢

商労

業
・
金
融
課

働
雇
用
課

｣

に
、｢
地
域
産
業
課

｢

新
産
業
振
興
課

商
業
流
通
課｣

を

地
域
産
業
課

｣

に
改
め
る
。
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週
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火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日



全
国
育
樹
祭
推
進
事
務
局

国
際
捜
査
課

全
国
育
樹
祭
推
進
事
務
局
次
長

国
際
捜
査
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識

別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管

理
に
関
す
る
こ
と
。

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

現
代
陶
芸
美
術
館

美
術
館

消
防
学
校

動
物
愛
護
係
に
属
す
る
上
席
の
職
員

管
理
調
整
係
に
属
す
る
上
席
の
職
員

管
理
調
整
係
に
属
す
る
上
席
の
職
員

教
頭

｢100
｢100

第
三
十
七
号
様
式
中

105｣

を

108｣

に
改
め
る
。

第
四
十
号
様
式
の
二
中｢５

％
｣

を｢８
％
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
八
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
畜
産
研
究
所
の
部
畜
産
研
究
所
養
豚
研
究
部
の
項
中｢

畜
産
研
究
所
養
豚
研
究

部｣

を｢

畜
産
研
究
所
養
豚
・
養
鶏
研
究
部｣

に
、
同
部
畜
産
研
究
所
養
鶏
研
究
部
の
項
中｢

畜
産
研

究
所
養
鶏
研
究
部｣

を｢

畜
産
研
究
所
養
豚
・
養
鶏
研
究
部
関
市
駐
在｣
に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
総

務
室
会
計
課
の
部
組
織
犯
罪
対
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
組
織
規
則
第
二
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
課
、
議
会
事
務
局
総
務
課
、
監
査
委

員
事
務
局
監
査
第
一
課
及
び
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委

員
会
規
則
第
七
号)

第
二
条
に
規
定
す
る
課
の
項
中｢

置
か
れ
る
課｣

の
下
に｢(

全
国
育
樹
祭
推
進

事
務
局
を
除
く
。)｣

を
加
え
、｢

監
査
委
員
事
務
局
監
査
第
一
課｣

を｢

監
査
委
員
事
務
局
監
査
課｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
項
中｢

あ
つ
て
は
振
興
課
長｣

を｢

あ
つ
て
は
、
振
興
課

長｣

に
改
め
、
同
表
消
防
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
自
動
車
税
事
務
所
の
項
中｢

県
税
課
長｣

を｢

総

務
課
税
課
長｣

に
改
め
、
同
表
東
京
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
食
肉
衛
生
検
査
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
河
川
環
境
研
究
所
の
項
中｢

河
川
環
境
研
究
所｣

を｢

水
産
研
究
所｣

に
改
め
、
同
表
美

術
館
の
項
及
び
現
代
陶
芸
美
術
館
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
二
株
式
会
社
十
六
銀
行
県
庁
支
店
の
項
中｢

図
書
館
、
美
術
館｣

を｢

美
術
館
、
図
書
館｣

に

改
め
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
川
島
支
店
の
項
中｢

河
川
環
境
研
究
所
、
消
防
学
校｣

を｢

消
防
学

校
、
水
産
研
究
所｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
美
濃
支
店
の
項
中｢

関
保
健
所｣

の
下
に｢

、

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
多
治
見
支
店
の
項
中｢

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
研

究
所｣

を｢

現
代
陶
芸
美
術
館｣

に
改
め
、｢

東
濃
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に｢

、
セ
ラ
ミ
ッ

ク
ス
研
究
所｣

を
加
え
、｢
、
現
代
陶
芸
美
術
館｣

を
削
る
。
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